
 
「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の 

自発的な研究活動等に関する実施方針」について 

 

      

「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発

的な研究活動等に関する実施方針」（令和２年２月 12 日付け競争的研究費に関する関

係府省連絡会申し合わせ）に基づき、本事業において雇用する若手研究者について、

所属研究機関からの承認が得られた場合には、本事業から人件費を支出しつつ、本事

業に従事するエフォートの一部を、自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上

（以下「自発的な研究活動等」という。）に資する活動に充当することが可能です。

希望する場合には、下記に従い手続等を行ってください。 

 

１. 対象者 

本実施方針の対象となる若手研究者は、原則として次の全てを満たす者とす

る。 

（１）民間企業を除く研究機関において、競争的研究費においてプロジェクトの

実施のために雇用される者（ただし、プロジェクトの研究開発責任者（以

下「PI」という。） 等が自らの人件費をプロジェクトから支出し雇用され

る場合を除く。） 

（２）40 歳未満の者 

（３）研究活動を行うことを職務に含む者 

 

２．実施条件 

本実施方針の実施条件は、原則として次の全ての条件を満たすこととする。 

（１）若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

（２）PI 等が、当該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であると

判断し、所属研究機関が認めること 

（３）PI 等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、所

属研究機関が認めること（当該プロジェクトに従事するエフォートの 20％

を上限とする。） 

 

３．従事できる業務内容 

上記２の全ての条件を満たす自発的な研究活動等（他の研究資金を獲得して実施

する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含む。） 

 

４．実施方法 

（１）若手研究者の募集 

プロジェクトの実施のために PI 等の所属研究機関が若手研究者を募集す

る際に、自発的な研究活動等が可能であることや当該プロジェクトの遂行に

支障がないと判断するエフォートの目安を示す。 

（２）申請方法 

申請に関する標準的な手続は、後掲の「自発的な研究活動等の承認申請手

続」（様式例_承認申請書）及び「自発的な研究活動等の変更承認申請手続」

（様式例_変更承認申請書）のとおりとする。 

（３）活動報告 

活動報告に関する標準的な手続は、後掲の「自発的な研究活動等の活動報

別添５ 



 
告手続」（様式例_活動報告書）のとおりとする。 

（４）活動の支援、承認取消 

PI 等は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実

施状況を把握し当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活動

等が適切に実施されるよう助言を行う。 

なお、当該研究活動等が２．の実施条件に違反していることが確認された

場合には、所属研究機関は、PI 等と相談の上、年度途中でも当該研究活動

等の承認を取り消すことができる。 

※ 上記（１）～（４）等の各研究機関における具体的な実施方法については、

各研究機関の実情等に応じて、各研究機関においてあらかじめ規程等を定めた

上で実施するものとする。各研究機関における手続等を定めるに当たっては、

研究者等の負担にも留意しつつ、雇用元の研究遂行に支障がないよう、また、

若手研究者の自発的な研究活動等が円滑に実施されるよう、適切なエフォート

管理等を行うこと。 

なお、研究機関は、委託事業実績報告書の提出に併せて、申請内容や活動報

告内容等に係る資料を農林水産省担当者に提出するものとする。 

 

５．様式例 

４．実施方法の（２）及び（３）に係る様式例については、本資料に添付してい

るほか、下記の農林水産省農林水産技術会議事務局 HPからもダウンロードが可

能。 

【URL】

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/kobo/2026/kankei_tsuchi_2026.

html 

 

 



（参考）

若⼿研究者

所属研究機関

配分機関

研究代表者

⾃発的な研究活動等の承認申請⼿続

①相談

④報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究
活動等」を希望する際は、研究代
表者に活動内容等を相談

④配分機関の求めに応じ、所属研究機
関は、承認申請書及び承認通知書の写
しを配分機関に提出

③所属研究機関は、承認⼜は不承
認を研究代表者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

②研究代表者は、若⼿研究者が希望
する活動内容等について実施条件に
照らし認められると判断した場合は、
所属研究機関に承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若⼿研究者に承
認⼜は不承認を報告

若⼿研究者

所属研究機関

配分機関

研究代表者

⾃発的な研究活動等の変更承認申請⼿続

①相談

④報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究
活動等」の変更を希望する際は、
研究代表者に変更内容を相談

④配分機関の求めに応じ、所属研究機
関は、承認申請書及び承認通知書の写
しを配分機関に提出

③所属研究機関は、承認⼜は不承
認を研究代表者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式
例_変更不承認通知書）

（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

②研究代表者は、若⼿研究者が希望
する変更内容について実施条件に照
らし認められると判断した場合は、
所属研究機関に変更承認申請書を提
出
（様式例_変更承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若⼿研究者に変
更の承認または不承認を報告



（参考）

⾃発的な研究活動等の活動報告⼿続

①報告

若⼿研究者

所属研究機関

配分機関

研究代表者

②報告②研究代表者は、所属研究機関に活動内
容等を報告（様式例_活動報告書）

①若⼿研究者は、研究代表者に活
動内容等を報告
なお、報告時期は、⾃発的な研究
活動等における活動期間中の毎年
度終了時、及び活動期間終了時と
する。
なお、他の研究費を獲得する活動
については、当該制度の実績報告
等をもって本報告の活動内容・成
果に代えられるとともに、当該制
度の実績報告等の提出期限までに
報告することとする。

③所属研究機関は、活動報告書
の写しの提出や、研究代表者が
提出するプロジェクトの実績報
告に⾃発的な研究活動等を含め
る等、配分機関の求めに応じ報
告する。

（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

③報告



（参考）

若⼿研究者

所属研究機関A

配分機関

研究分担者

⾃発的な研究活動等の承認申請⼿続

①相談

⑦報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究
活動等」を希望する際は、研究分
担者に活動内容等を相談

⑦配分機関の求めに応じ、所属研究機
関Bは、承認申請書及び承認通知書の
写しを配分機関に提出

④所属研究機関Aは、承認⼜は不
承認を研究分担者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（研究分担者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

③研究分担者は、若⼿研究者が希望
した活動内容等について実施条件に
照らし認められると判断した場合は、
所属研究機関Aに承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究分担者は、若⼿研究者に承
認⼜は不承認を報告

所属研究機関B

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に申請する
ことを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に承認⼜は
不承認を報告

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥所属研究機関Bの求めに応じ所属研
究機関Aは、承認申請書及び承認通知
書の写しを所属研究機関Bに提出

若⼿研究者

所属研究機関A

配分機関

研究分担者

⾃発的な研究活動等の変更承認申請⼿続

①相談

⑦報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究
活動等」の変更を希望する際は、
研究分担者に変更内容を相談

⑦配分機関の求めに応じ、所属研究機
関Bは、変更承認申請書及び変更承認
通知書の写しを配分機関に提出

④所属研究機関Aは、変更の承認
⼜は不承認を研究分担者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式
例_変更不承認通知書）

（研究分担者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

③研究分担者は、若⼿研究者が希望
する変更内容について認められると
判断した場合は、所属研究機関Aに変
更承認申請書を提出
（様式例_変更承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究分担者は、若⼿研究者に変
更の承認⼜は不承認を報告

所属研究機関B

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に変更申請
することを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に変更の承
認⼜は不承認を報告

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥所属研究機関Bの求めに応じ、所属研
究機関Aは、変更承認申請書及び変更承
認通知書の写しを所属研究機関Bに提出



（参考）

⾃発的な研究活動等の活動報告⼿続

①報告

⑤報告

若⼿研究者

配分機関

研究分担者

③報告

④所属研究機関Bの求めに応じ、所属研
究機関Aは、所属研究機関Bに活動報告書
の写しを提出

①若⼿研究者は、研究分担者に活動内
容等を報告
なお、報告時期は、⾃発的な研究活動
等における活動期間中の毎年度終了時、
及び活動期間終了時とする。
なお、他の研究費を獲得する活動につ
いては、当該制度の実績報告等をもっ
て本報告の活動内容・成果に代えられ
るとともに、当該制度の実績報告等の
提出期限までに報告することとする。

⑤所属研究機関Bは、活動報告書の写し
の提出や、研究代表者が提出するプロ
ジェクトの実績報告等に⾃発的な研究活
動等を含める等、配分機関の求めに応じ
報告する。

（研究分担者と同⼀の所属研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

研究代表者

所属研究機関A

所属研究機関B

④報告

②報告

③研究分担者は、所属研究機関Aに活
動内容等を報告（様式例_活動報告書）

②研究代表者の求めに応じ、研究分担者
は、研究代表者に活動内容等を報告

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関


